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千葉県肝炎対策推進計画の
改定について

令和４年７月１３日
千葉県感染症対策審議会肝炎対策部会

疾病対策課感染症医療班

資料１－１



国の肝炎対策の概要

2
出典：第29回 肝炎対策推進協議会資料（令和４年３月１８日開催）



肝炎対策の推進に関する基本的な指針

3
出典：第29回 肝炎対策推進協議会資料（令和４年３月１８日開催）



指針改正の概要（１／２）

4
出典：第29回 肝炎対策推進協議会資料（令和４年３月１８日開催）



指針改正の概要（２／２）

5
出典：第29回 肝炎対策推進協議会資料（令和４年３月１８日開催）



6

肝がん患者の減少と肝炎患者等が安心して生活できる環境づくりを計画の基本とする

医療推進事業検査促進事業啓発支援事業

診療体制の
整備

確実な受診
の促進

早期発見
受診勧奨

患者・家族
への相談支

援

正しい知識
の普及啓発

３つの柱

５つのポイント

千葉県肝炎対策推進計画の改定方針（案）

①千葉県肝炎対策推進計画の基本理念、３つの柱と5つのポイントを維持する。
②新たな課題に対しては、具体的方策に加える。
③事業目標を新たに設定する。

千葉県肝炎対策推進計画の概要と改定方針



県計画の改定方針（国指針第１事項）

7

（75歳未満年齢調整死亡率、人口10万人対）
肝がん死亡率の減少を目標として設定する

県計画への反映方針

※ 国指針では肝がんの「り患率」を指標とするとされているが、目標設定や評価のしやすさから、
本県においては肝がんの「死亡率」を指標として設定することとする。



肝がん死亡率の減少を目標として設定する

新 旧

Ⅵ 目標

～（略）～

・ 肝がん７５歳未満年齢調整死亡率（人口１
０万対）
Ｂ型・Ｃ型ウイルス性肝炎から肝がんへの

移行者を減少させることで、令和８年度までに、
人工１０万人対の肝がん７５歳未満年齢調整死
亡率を３．５未満に減少させます。
（参考：令和２年度死亡率：３．７）

Ⅵ 目標

（該当なし）
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県計画新旧対照表（抜粋）

新旧対照表P13



千葉県の肝がん死亡率（令和２年）
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3.7



県計画の改定方針（国指針第１事項）
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・ 肝炎検査及び医療の「均てん化」を本文に盛り込む
・ 千葉県の実情や特性に応じた内容を計画に盛り込む

県計画への反映方針



肝炎検査及び医療の「均てん化」を本文に盛り込む（１／２）

新 旧
２ 検査促進事業
～（略）～

（１）検査体制の整備
～（略）～

②検査委託医療機関
県等は、医師会と連携し、医療機関における

検査体制の更なる充実を図り、肝炎ウイルス検
査の均てん化を目指します。

２ 検査促進事業
～（略）～

（１）検査体制の整備
～（略）～

②検査委託医療機関
県等は、医師会と連携し、医療機関における
検査体制の更なる充実を図ります。
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県計画新旧対照表（抜粋）

新旧対照表P10



肝炎検査及び医療の「均てん化」を本文に盛り込む（２／２）

新 旧
２ 医療推進事業
～（略）～

（２）診療体制の整備
①医療連携体制の強化
県等は、全ての肝炎患者等が継続的かつ適切

な肝炎治療を受けることができるよう、肝疾患
診療連携拠点病院等連絡協議会と連携し、肝炎
医療の均てん化に資する千葉肝疾患診療ネット
ワークの更なる強化を図ります。

２ 医療推進事業
～（略）～

（２）診療体制の整備
①医療連携体制の強化
県等は、全ての肝炎患者等が継続的かつ適切
な肝炎治療を受けることができるよう、肝疾患
診療連携拠点病院等連絡協議会と連携し、千葉
肝疾患診療ネットワークの更なる強化を図りま
す。
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県計画新旧対照表（抜粋）

新旧対照表P12



千葉県の実情・特性：検査数は高水準
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千葉県の実情・特性：検査数は高水準
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千葉県の実情・特性：検査費用助成は堅調
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千葉県の実情・特性：検査費用助成は堅調
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千葉県の実情・特性：医療費助成も堅調
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千葉県の実情・特性：医療費助成も堅調
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千葉県の実情・特性：総養成者数は多い
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千葉県の実情・特性：有効資格者は低水準
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388

令和３年度末
有効資格者

更新なし



千葉県の実情・特性：継続率も低い

21
出典：2021年度 千葉県肝疾患診療連携拠点病院等連絡協議会資料



千葉県の実情・特性：医療関係者が手薄
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市町村別肝炎医療コーディネーター（医療機関関係者）配置数（令和３年度末時点）

凡例
人口10万人対コーディネーター数(人)

■ 40人以上
■ 30人以上40人未満
■ 20人以上30人未満
■ 10人以上20人未満
■ 5人以上10人未満
■ 5人未満
■ 配置なし

( )内は令和4年4月1日現在「千葉県毎月常住人口調査」による
人口10万人あたりの肝炎医療コーディネーター数



千葉県の実情・特性
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肝炎医療コーディネーターの育成・活動支援

千葉県の課題

有効資格者数が少ない（≒継続率が低い）

医療機関関係者が少ない

・ 研修機会の拡大、活動の支援を本文に盛り込む
・ 医療機関への配置率を目標として設定する

県計画への反映方針



研修機会の拡大、活動の支援を本文に盛り込む

新 旧
２ 検査促進事業
～（略）～

（３）陽性者フォローアップ
～（略）～

②コーディネーター
県は、拠点病院、肝炎情報センターと連携して、地
域や職域において肝炎の普及啓発や肝炎ウイルス検査
後のフォローアップ等の支援を進めるコーディネー
ター等の人材の育成に取り組みます。コーディネー
ター養成のための研修会の受講機会を拡大することで、
新規のコーディネーターの増加、既存のコーディネー
ターの継続率の向上を目指します。また、肝炎ウイル
ス検査の必要性や肝炎に関する正しい知識などの情報
をコーディネーターから発信できるよう、研修内容を
充実させることも目指します。
あわせて、養成したコーディネーターの活躍を推進
するため、活動の支援を行います。
（削除）

２ 検査促進事業
～（略）～

（３）陽性者フォローアップ
～（略）～

②コーディネーター
県は、拠点病院、肝炎情報センターと連携して、地
域や職域において肝炎の普及啓発や肝炎ウイルス検査
後のフォローアップ等の支援を進めるコーディネー
ター等の人材の育成に取り組みます。
あわせて、フォローアップ事業参加同意者等の精密
検査受診率の把握に努めていきます。
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県計画新旧対照表（抜粋）

新旧対照表P11



医療機関への配置率を目標として設定する

新 旧

Ⅵ 目標

～（略）～

・ 指定医療機関における肝炎医療コーディ
ネーター配置率
令和８年度までに、肝疾患指定医療機関（令

和４年２月時点で２３５医療機関）に一人以上
の肝炎医療コーディネーターが配置されるよう
養成します。
（参考：令和２年度末時点 １９％）

Ⅵ 目標

～（略）～

・ コーディネーター研修会の回数
年間に、コーディネーター研修会を２回以上
実施します。
（参考：平成２７年度開催数 ２回）
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県計画新旧対照表（抜粋）

新旧対照表P13



県計画の改定方針（国指針第２事項）
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インターフェロンフリー治療の推進を本文に盛り込む

県計画への反映方針



インターフェロンフリー治療の推進を本文に盛り込む

新 旧
３ 医療推進事業

肝炎ウイルスに対する（削除）抗ウイルス療法は
日々進歩しており、適切な医療を受けることで、ウイ
ルスの増殖を抑えることや、ウイルスを体内から排除
することが（削除）可能となってきています。
肝硬変や肝がんといったより重篤な病態への進行を
予防し、または、遅らせ、更には二次感染の拡大防止
にもつなげるために、今後も検査結果が陽性になった
者への確実な受診の促進、インターフェロンフリー治
療の推進等による医療水準の向上、患者の医療費負担
の軽減などに取り組みます。

～（略）～

（２）診療体制の整備
～（略）～

④インターフェロンフリー治療の推進
県は、Ｃ型肝炎ウイルスを高い確率で体内から排除
できるインターフェロンフリー治療をより多くのＣ型
肝炎患者が選択できるよう推進するため、拠点病院等
と連携し、治療のために必要な診断書を作成できる医
師の条件を緩和する等の取組を実施します。

３ 医療推進事業

肝炎ウイルスを排除し又はその増殖を抑制する抗ウ
イルス療法は、日々進歩をしており、適切な医療を受
けることで、ウイルスを体内から排除することができ、
治癒することが可能となってきています。
肝硬変や肝がんといったより重篤な病態への進行を予
防し、または、遅らせ、更には二次感染の拡大防止に
もつなげるために、今後も検査結果が陽性になった者
への確実な受診の促進、医療水準の向上、患者の医療
費負担の軽減などに取り組みます。

～（略）～

（２）診療体制の整備
～（略）～

（該当なし）

27

県計画新旧対照表（抜粋）

新旧対照表P11～12



県計画の改定方針（国指針第３事項）
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効果的な普及啓発について本文に盛り込む

県計画への反映方針



効果的な普及啓発について本文に盛り込む

新 旧

１ 普及啓発事業
～（略）～

（１）肝炎に関する正しい知識の更なる普及啓発
～（略）～

①肝炎デー、肝臓週間に連携した普及啓発
県等は、全ての県民に対し、肝炎ウイルス検査の必
要性や肝炎に係る正しい理解が進むよう、毎年７月の
世界肝炎デー、日本肝炎デー及び肝臓週間において、
肝炎に関する集中的な普及啓発を行う等の取組を推進
します。
あわせて、国や市町村と連携し、医療関係者、肝炎
患者等の協力も得ながら、若者や高齢者といった年代
に応じて手法を変えるなど、効果的な普及啓発を行い
ます。

１ 普及啓発事業
～（略）～

（１）肝炎に関する正しい知識の更なる普及啓発
～（略）～

①肝炎デー、肝臓週間に連携した普及啓発
県等は、全ての県民に対し、肝炎ウイルス検査の必
要性や肝炎に係る正しい理解が進むよう、毎年７月の
世界肝炎デー、日本肝炎デー及び肝臓週間において、
肝炎に関する集中的な普及啓発を行う等の取組を推進
します。
あわせて、国や市町村と連携し、医療関係者、肝炎
患者等の協力も得ながら、効果的な普及啓発を行いま
す。
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県計画新旧対照表（抜粋）

新旧対照表P7



県計画の改定方針（国指針第５事項）
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活動の支援を本文に盛り込む（第１事項と共通）

県計画への反映方針



研修機会の拡大、活動の支援を本文に盛り込む

新 旧
２ 検査促進事業
～（略）～

（３）陽性者フォローアップ
～（略）～

②コーディネーター
県は、拠点病院、肝炎情報センターと連携して、地
域や職域において肝炎の普及啓発や肝炎ウイルス検査
後のフォローアップ等の支援を進めるコーディネー
ター等の人材の育成に取り組みます。コーディネー
ター養成のための研修会の受講機会を拡大することで、
新規のコーディネーターの増加、既存のコーディネー
ターの継続率の向上を目指します。また、肝炎ウイル
ス検査の必要性や肝炎に関する正しい知識などの情報
をコーディネーターから発信できるよう、研修内容を
充実させることも目指します。
あわせて、養成したコーディネーターの活躍を推進
するため、活動の支援を行います。
（削除）

２ 検査促進事業
～（略）～

（３）陽性者フォローアップ
～（略）～

②コーディネーター
県は、拠点病院、肝炎情報センターと連携して、地
域や職域において肝炎の普及啓発や肝炎ウイルス検査
後のフォローアップ等の支援を進めるコーディネー
ター等の人材の育成に取り組みます。
あわせて、フォローアップ事業参加同意者等の精密
検査受診率の把握に努めていきます。
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県計画新旧対照表（抜粋・再掲）

新旧対照表P11



県計画の改定方針（国指針第８事項）
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職域の検査における患者の人権尊重について本文に盛り込む

県計画への反映方針

※ 正しい知識の普及による差別の解消については
１ 啓発支援事業
（２）肝炎患者及びその家族等に対する相談支援や情報提供の充実
において述べているため、新たな文言は追加しない。



職域の検査における患者の人権尊重について本文に盛り込む

新 旧
２ 検査促進事業
～（略）～

（２）受検勧奨の促進
～（略）～

②労働者に対する受検勧奨
県は、国と相互に協力して、肝炎ウイルス検査の受
検について、職域において健康管理に携わる者や、医
療保険者、事業主等の関係者を通じ、職域において受
検勧奨が行われるような取組を図ります。また、検査
結果についてはプライバシーに配慮して扱うよう、併
せて働きかけます。

２ 検査促進事業
～（略）～

（２）受検勧奨の促進
～（略）～

②労働者に対する受検勧奨
県は、国と相互に協力して、肝炎ウイルス検査の受
検について、職域において健康管理に携わる者や、医
療保険者、事業主等の関係者を通じ、職域において受
検勧奨が行われるような取組を図ります。
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県計画新旧対照表（抜粋）

新旧対照表P11



県計画の改定方針（その他の事項）

34

・ 基本指針の内容を「はじめに」へ反映させる

・ 「若年層への予防等に関する普及啓発」の項目について、
指針において表現が変更された部分を反映させる

・ 県が実施する費用助成（精密検査・医療費）制度の周知について
本文に盛り込む

・ 各種体裁を整える（新旧対照表の抜粋は割愛）
年度標記や統計データを更新する
表記ゆれや名称、組織の変更があったものを訂正する

改定事項



基本指針の内容を「はじめに」へ反映させる

新 旧
Ⅰ はじめに
～（中略）～

昨今では、（削除）患者支援が充実されるとともに、
自治体による受検、受診及び受療の促進に向けた取組
が一定の効果を上げてきた一方で、肝炎ウイルス検査
及び肝炎医療の均てん化（地域によってかたよりのな
いよう、等しく向上させること）を一層推進すべきで
ある（削除）こと、国民の肝炎に関する理解や知識が
十分でない（削除）ことなどが課題となっており、こ
の指針は令和４年３月（削除）に改正されました。

～（後略）～

Ⅰ はじめに
～（中略）～

昨今では、Ｃ型肝炎の治療が進展し、患者支援が充実
されてきた一方で、職域での検診等利便性に配慮した
検査体制を整備すること、精密検査や肝炎医療を適切
に受診していない肝炎ウイルス検査結果が陽性である
者が多数に上ることなどが課題となっており、この指
針は平成２８年６月に改正されました。

～（後略）～
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県計画新旧対照表（抜粋）

新旧対照表P1



「若年層への予防等に関する普及啓発」の項目について、
指針において表現が変更された部分を反映させる

新 旧
１ 啓発支援事業
～（中略）～

（１）肝炎に関する正しい知識の更なる普及啓発
～（中略）～

②（削除）予防のための（削除）普及啓発
県等は、近年、我が国における感染事例の報告があ
る急性Ｂ型肝炎（ジェノタイプＡ）は、（削除）成人
期の感染であっても慢性化することが多いとされてい
ることに鑑み、母子感染や乳幼児期の水平感染に加え
て、ピアスの穴あけ及びいわゆるアートメイク等血液
の付着する器具の共有を伴う行為や性行為等、感染の
危険性のある行為について（削除）、市町村と連携し、
正しい知識と理解を深めるための普及啓発を推進しま
す。

１ 啓発支援事業
～（中略）～

（１）肝炎に関する正しい知識の更なる普及啓発
～（中略）～

②若年層への予防等に関する普及啓発
県等は、近年、我が国における感染事例の報告があ
る急性Ｂ型肝炎（ジェノタイプＡ）は、従来に比し、
感染が慢性化することが多いとされていることに鑑み、
母子感染や乳幼児期の水平感染に加えて、ピアスの穴
あけ等血液の付着する器具の共有を伴う行為や性行為
等、感染の危険性のある行為に興味を抱く年代に対し、
市町村と連携し、普及啓発を推進します。
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県計画新旧対照表（抜粋）

新旧対照表P8

（参考）指針第８事項(2)エ
国は、ピアスの穴あけ及びいわゆるアートメイク等血液の付着する器具の共有を伴う行為や性行為等の肝炎ウイルスの感

染の危険性のある行為についての正しい知識と理解を深めるための普及啓発を幅広く進めるとともに、その推進方策につい
て、地方公共団体、学校教育関係者、患者団体等の様々な関係者と連携し検討を進める。



県が実施する費用助成（精密検査・医療費）制度の周知について
本文に盛り込む（１／２）

新 旧
２ 検査促進事業
～（中略）～

（２）受検勧奨の促進
～（中略）～

③医療機関による説明
県等は、肝炎情報センター及び拠点病院の協力を得
ながら、医療機関に対し、手術前等に行われる肝炎ウ
イルス検査の結果や検査費用助成制度について、受検
者に適切に説明を行うよう依頼します。

２ 検査促進事業
～（中略）～

（２）受検勧奨の促進
～（中略）～

③医療機関による説明
県等は、肝炎情報センター及び拠点病院の協力を得
ながら、医療機関に対し、手術前等に行われる肝炎ウ
イルス検査の結果について、受検者に適切に説明を行
うよう依頼します。

37
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新旧対照表P10



県が実施する費用助成（精密検査・医療費）制度の周知について
本文に盛り込む（２／２）

新 旧
２ 医療推進事業
～（中略）～

（２）診療体制の整備
～（中略）～

③肝炎医療費助成制度等活用の推進
県は、患者の医療費負担を低減し効果的な医療を継
続することができるよう、市町村や（削除）コーディ
ネーター等の協力を得ながら引き続き抗ウイルス療法
に対する肝炎医療費助成制度等の活用を推進します。
また、肝炎及び肝がんの患者が利用できる助成制度
等についてのポスターやリーフレットを医療機関等へ
配付し、医療費助成制度等の周知を図ります。

２ 医療推進事業
～（中略）～

（２）診療体制の整備
～（中略）～

③肝炎医療費助成制度等活用の推進
県は、患者の医療費負担を低減し効果的な医療を継
続することができるよう、市町村及びコーディネー
ター等の協力を得ながら引き続き抗ウイルス療法に対
する肝炎医療費助成制度等の活用を推進します。
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新旧対照表P12



新たな事業目標の設定
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事業目標 目標値
令和８年度まで

肝炎ウイルス検査数

（県・市町村実施分合計）
年間 180,000件

肝炎ウイルス陽性者の医療機関受診率 70%

県内肝疾患指定医療機関への

肝炎医療コーディネーター配置率
各医療機関に最低1人

肝がん死亡率

（75歳未満年齢調整、人口10万人対）
3.5未満



新たな事業目標の設定

40

現行の目標 改定の理由 改定後目標

肝炎ウイルス検査数
（県：保健所・委託医療機関）

年間 20,000件

肝炎ウイルス検査数
（市町村：健康増進事業）

年間 180,000件

・検査機会が多様化しているため、検
査実施主体を区別せず統合

・新型コロナウイルス流行前の最高実
績値（年間約180,000件）程度へ回復
し、維持することを目指す

肝炎ウイルス検査数
（県・市町村合計）
年間 180,000件

フォローアップ対象者受診率
70％

・検査陽性者全体に受診を促すこと
が重要であるため、集計条件を撤廃

肝炎ウイルス陽性者受診率
70％

コーディネーター研修会開催数
年2回以上

・ 研修開催回数よりも養成者数、配
置状況を重視するため内容を変更

指定医療機関への配置率
各医療機関に最低1人

・ 指針第１事項の内容により新たに
目標として設定

肝がん死亡率（※）
3.5未満

※ B型、C型肝炎を原因とする肝がん死亡者数の減少を目指す
※ 75歳未満年齢調整死亡率、人口10万人対



今後のスケジュール（案）
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９
月

７
月

８
月

10
月

肝
炎
対
策
部
会
②

(Zoom
又は
書面)

肝
炎
対
策
部
会
へ
決
定
稿
を
書
面
報
告

改
定

パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト

８月中旬～９月上旬

・部会①の意見を
集約した案を報告する

・令和３年度の肝炎対策
実施状況を報告する ９月下旬～１０月上旬

・ パブコメの結果を反映した
最終稿を報告する

肝
炎
対
策
部
会
①

(Zoom)

７月１３日

・改定内容の骨子・原案を諮る


